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6-2-3 訂正・不訂正の審査（法第 92条） 

 

法第 92条 

行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認

めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当

該保有個人情報の訂正をしなければならない。 

 

訂正請求に係る保有個人情報について、訂正請求に理由があるかどうかを審査し、次のと

おり、「保有個人情報の訂正をする」（法第 93条第 1項）か「保有個人情報の訂正をしない」

（同条第 2項）かの決定を行う。 

 

なお、当該決定は、情報公開・個人情報保護審査会の答申や個人情報保護に関する訴訟の

判決等を参考にしつつ、個別具体的に慎重に行う。 

 

（1） 訂正請求に理由があると認められない場合 

 

① 行政機関等による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であることが判明し、訂正

請求に理由があると認められない場合には、不訂正の決定を行う。 

 

② 行政機関等による調査の結果、請求時に行政文書等に記録されていた保有個人情報

の内容が事実と異なっていたが、訂正請求の内容も事実と異なることが判明した場合

には、不訂正の決定を行い、必要に応じて職権で訂正を行う。この場合には、一般的に

は、訂正請求者に対して示す不訂正理由の中で、実際の事実関係について記載するとと

もに、職権で訂正する旨も併せて記載することが望ましい（6-2-4-2（2）（理由の記載

方法）を参照のこと。）。 

 

③ 行政機関等による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であるか否か判明せず、訂

正請求に理由があるかどうか明らかでない場合には、訂正決定を行うことができず、不

訂正の決定を行う。ただし、行政機関等において、当該保有個人情報を行政処分その他

行政行為のための基礎資料として利用することがあり得るような場合には、当該保有

個人情報の利用に当たり、その事実関係が明らかでない旨が分かるように、その旨をメ

モとして残すなど記録しておくことが適当である。 

 

（2） 訂正請求に理由があると認められる場合における訂正・不訂正の判断 

 

行政機関等による調査の結果、保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、訂正請求

に理由があると認められる場合（訂正請求に係る請求内容の一部について理由があると認

められる場合を含む。）には、当該保有個人情報の利用目的に照らして、訂正する又は訂正

しないのいずれか判断し、決定を個別に行う。 

 

（3） 総括 

 

整理すると、【表 3】（訂正請求に係る判断）のとおりである。 
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【表 3】 訂正請求に係る判断 

訂正請求に係る保有個

人情報の内容の事実性 

利用目的の達成に必

要な範囲内の請求内

容かどうか 

決定内容 備考 

事実であることが判明

した場合 

－ 不訂正 － 

事実であるか判明しな

かった場合 

－ 不訂正 事実関係が不明確な

旨を注記 

事実でな

いことが

判明した

場合 

a 請求内容

の全部 

全部範囲内 訂正 － 

一部範囲内 訂正（利用目的

の達成に必要

な範囲内） 

訂正決定通知書に

は、不訂正とした部

分とその理由を記載

する。 

全部範囲外 不訂正 － 

b 請求内容

の一部 

※訂正請求に理由が

あると判断した部分

について、ａと同様

の判断を行う。 

－ － 

（注）請求時に行政文書等に記録されていた保有個人情報の内容が事実と異なっていたが、

訂正請求の内容も事実と異なることが判明した場合には、不訂正決定をした上で、必要

に応じて職権で訂正を行う。 

 


